
 

埼玉県介護支援専門員登録事業実施要綱  

 

１ 目的  

 埼玉県介護支援専門員登録事業（以下「本事業」という。）は、介護保険法

（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）及び介護保険法施行規則（平

成１１年３月３１日厚令第３６号。以下「規則」という。）の規定に基づく介

護支援専門員資格登録簿（以下「登録簿」という。）の作成及び管理、同法第

６９条の３から第６９条の６までの規定に基づく介護支援専門員証（以下

「証」という。）の交付等により、介護支援専門員の適切かつ継続的な管理を

行うことを目的とする。  

 

２ 実施主体  

 本事業の実施主体は、埼玉県とする。  

 

３ 対象者  

 本事業の対象者は、介護支援専門員実務研修を修了した者とする。  

 

４ 登録簿  

（１）登載事項  

  法第６９条の２第２項に基づく登録簿には、同条並びに規則第１１３条  

 の６及び規則第１１３条の１５に規定する事項のほか、次の事項を記載す  

 るものとする。  

 ア 登録年月日  

 イ 証交付年月日  

 ウ 有効期間満了日  

 エ 介護支援専門員実務研修の研修実施機関名  

 オ 「介護支援専門員資質向上事業実施要綱」に基づく研修の修了年月日  

  及び研修実施機関名  

 カ 介護予防支援業務に関する研修の修了年月日及び研修実施機関名  

 キ 主任介護支援専門員資格の有無  

 ク 主任介護支援専門員の有効期間満了日  

 ケ 予防担当介護支援専門員資格の有無  

 コ 旧登録証（介護支援専門員登録証明書）の登録番号並びに登録都道府  

  県及び登録年月日  

 サ 登録の失効を行った場合の事由及び失効登録年月日  

   なお、日本国籍を有しない者の介護支援専門員資格登録簿に登録する  

  氏名は、住民票に記載の「氏名」又は「通称名」のいずれかを選択でき  

  るものとする。  



 

（２）登録簿の形態  

  登録簿は、規則第１１３条の７第２項に規定する形態により行う。  

 

５ 申請及び通知  

 本事業に係る申請書の様式は、別表１に定める。なお、埼玉県電子申請・

届出システムにより作成された申請書については、別表１に定める様式とし

て読み替えるものとする。  

 

６ 手数料  

 証の交付に係る事務手数料については、埼玉県手数料条例（平成１２年３

月２４日条例９号）第２条及び同別表の規定により徴収するものとし、埼玉

県証紙条例（昭和３９年３月３１日条例第６３号）第２条及び同別表の規定

により電子納付等で徴収する。  

  

７ 本人情報の確認  

 申請者の本人情報確認については、申請者の求めがあったときは住民基本

台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の１５第１項第２号及び埼玉県

本人確認情報の利用及び提供に関する条例（平成２２年４月１日条例第６号）

の規定により住民基本台帳ネットワークシステムを用いて確認するものとす

る。  

 

８ 標準処理期間  

 本事業の標準処理期間は、申請書受理日から起算して１５日とする。  

   

附則  

 本要綱は、平成２２年４月１日から適用する。  

 本要綱は、平成２２年７月６日から適用する。  

 本要綱は、平成２４年８月１日から適用する。  

 本要綱は、平成２５年２月８日から適用する。  

 本要綱は、平成２５年７月８日から適用する。  

 本要綱は、平成２８年３月１５日から適用する。  

 本要綱は、平成２９年４月１日から適用する。  

 本要綱は、平成２９年８月２９日から適用する。  

 本要綱は、平成３０年３月２９日から適用する。  

 本要綱は、令和２年９月１０日から適用する。  

 本要綱は、令和３年４月１日から適用する。  

 本要綱は、令和５年１月１日から適用する。  

本要綱は、令和６年１月１日から適用する。ただし、旧様式は令和６年３月３



１日まで使用可能とする。  


